
令 和 ３ 年 度 第 １ 回

野田市情報公開・個人情報保護審査会会議次第

日 時 令和３年６月２９日（火）

午前９時３０分から

場 所 市役所 低層棟４階 職員控室

１ 会長の選任について（公開）

２ 会長職務代理者の指名について（公開）

３ 個人情報取扱事務について（公開）

審議依頼事項

・野田市農産物直売所運営管理業務の変更及び個人情報の本人以外からの収集

について（農政課）

報告事項

(1) 小規模工事等登録事務の開始について（管財課）

(2) 建設工事の施工体制の点検事務の開始について（管財課）

(3) 新規商品開発事業等補助金交付事務の開始について（商工観光課）

(4) 市税等の収納管理事務の変更について（収税課）

※ (3)及び(4)については、一括して報告を受ける。

(5) 障がい者福祉手当に関する事務の変更について（障がい者支援課）

(6) ちば障害者等用駐車区画利用証制度に関する事務の開始について（障がい

者支援課）

(7) 新生児特別定額給付金の給付に関する事務の変更について（保健センター）

(8) いじめ問題再調査委員会に関する事務の開始について（総務課）





農産物直売所「ゆめあぐり野田」の設置する防犯カメラの関して個人情報を本人以

外から収集することについて 

 

農産物直売所「ゆめあぐり野田」では、残念ながら商品の万引きが発生しており

ます。万引きされた商品は、精魂込めて農業経営者等が生産した野菜や加工品等で

あり、防犯カメラを設置することで、万引きが発生した場合、映像が確かな証拠と

なります。 

防犯カメラの存在によって、万引き防止、更には犯罪抑止の効果も期待できるこ

とから、農産物直売所「ゆめあぐり野田」に設置する防犯カメラについて、個人情

報を本人以外から収集することとなるため、審議依頼するものです。 

本来、防犯カメラを設置する前にあらかじめ貴審査会の意見を伺う必要がありま

したが、個人情報保護条例に関する認識が薄く、事後の依頼となってしまいました。

このことについてお詫び申し上げます。 

 

防犯カメラの概要については、次のとおりです。 

 

１防犯カメラについて 

 (1)運用開始時期 令和元年６月11日 

 (2)設置場所   ４個所（店内２個所、店外２個所） 

   防犯カメラの稼働時間は２４時間となっており、録画された画像は、運用基

準を作成し、安全に管理し、個人のプライバシーの保護のために適切な措置を

講ずる等の基本原則に則り取り扱う。 

   また、捜査機関等から刑事訴訟法等の法令に基づき照会があった場合、画像

の提供を行うことがある。 

 

２本人以外から個人情報を収集することについて、公益上特に必要があると認める

理由 

  農産物直売所に防犯カメラを設置することにより、万引きが発生した場合、映

像が確かな証拠となります。また、防犯カメラの存在により、万引き防止、更に

は犯罪抑止の効果も期待できることから、農産物直売所「ゆめあぐり野田」の適

正な運営を図るため設置するものです。 



野田市農産物直売所「ゆめあぐり野田」に設置する防犯カメラの設

置及び管理運用に関する基準 

 

 （趣旨） 

第１条 この基準は、本市の施設である野田市農産物直売所に防犯カメラを設 

置することに関し、個人のプライバシーその他の市民の権利を保護するため、

必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るものとする。 

 (1)  防犯カメラ 犯罪行為の防止を目的として、継続的に設置される動画撮

影装置をいう。 

 (2) 動画 防犯カメラにより撮影された動画であって、当該動画から特定の

個人を識別することができるものをいう。 

 (3) 動画記録装置 防犯カメラに付属して継続的に設置される動画を記録す

る装置をいう。  

 （管理責任者等） 

第３条 防犯カメラ及び動画記録装置の設置並びに動画の取扱いに関して適切

な管理を実施するため、管理責任者を置き、管理責任者は自然経済推進部長

をもって充てる。 

２ 防犯カメラ及び動画記録装置の維持並びに動画の検索に関して適切な運用

を実施するため、運用責任者を置き、運用責任者は農政課長をもって充てる。 

３ 防犯カメラ及び動画記録装置の操作を行う職員（以下「動画取扱職員」と

いう。）を置き、運用責任者が指定管理者職員の中から動画取扱職員を指定

する。 

 （防犯カメラ及び動画記録装置の設置に関する基本原則） 

第４条 防犯カメラ及び動画記録装置の設置及び管理運用は犯罪行為の防止に

必要な限度で行い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 (1) 防犯カメラは、農産物直売所店内及び敷地内に設置し、防犯カメラの設

置を周知するため、防犯カメラを設置している旨を撮影区域内の見やすい



場所に表示する。 

 (2) 動画記録装置は、施錠により防護された場所に設置する。 

 (3) 管理責任者、運用責任者又は動画取扱職員以外の者は、防犯カメラ及び

動画記録装置の操作をしてはならない。 

 （動画の取扱いに関する基本原則） 

第５条 動画の取扱いに関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 (1) 動画に関する照会及び提供は、捜査機関等からの法令に基づく場合に限

り応じるものとする。 

(2) 動画は編集又は加工をすることなく、撮影時の状態のままで保存しなけ

ればならない。 

(3) 動画は、動画取扱職員以外の者が検索してはならない。 

 (4) 動画は、安全に管理し、正確な内容を保つとともに、個人のプライバシ

ーの保護のために適切な措置を講ずる。 

 （防犯カメラの稼働時間等） 

第６条 防犯カメラの稼働時間は、２４時間とする。 

（動画の保存期間等） 

第７条 動画の保存期間は、録画日の翌日から起算して６０日とする。ただし、

犯罪の予防等のため特に必要があると管理責任者が認めるときは、保存期間

を延長することができる。 

２ 前項の保存期間を経過した動画の消去は、動画を自動的に消去する方法に

より行う。 

（動画の照会及び提供） 

第８条 運用責任者は、動画に関して照会又は提供の要請があったときは、必

要と認められる動画の内容及び範囲を選択し、動画取扱職員に動画を検索さ

せる。 

２ 動画取扱職員は、前項の規定により動画を検索したときは、野田市農産物

直売所防犯カメラ動画検索簿（別記第１号様式）にその旨を記録するととも

に、その結果を運用責任者に報告しなければならない。 

３ 動画の提供は、電磁記録媒体に動画を記録する方法により行い、動画の提

供を行ったときは、運用責任者は、野田市農産物直売所防犯カメラ動画提供



簿（別記第２号様式）にその旨を記録するとともに、その結果を管理責任者

に報告しなければならない。 

 （苦情処理の手続） 

第９条 市民等から防犯カメラに関する苦情の申出がなされたときは、管理責

任者が対応するものとする。 

２ 前項の場合においては、管理責任者は、速やかに苦情の内容の把握及び事

実の調査を行い、苦情の処理に当たるものとする。 

 （守秘義務） 

第１０条 防犯カメラ及び動画の取扱いにより知り得た秘密は、これを漏らし

てはならない。 

 （補則） 

第１１条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この基準は、令和３年６月２９日から施行する。 

 

 



第１号様式（第８条第２項） 

 

野田市農産物直売所防犯カメラ動画検索簿 

年  月  日 

検索指示者 
職 名 氏 名 

  

動画取扱職員 
職 名 氏 名 

  

検索指示年月日 年  月  日 

検索目的 
□ 犯罪の捜査 

□ その他（理由                ） 

検索日時 
     年  月  日  時  分  から 

     年  月  日  時  分  まで 

検索動画 
     年  月  日  時  分頃から 

     年  月  日  時  分頃まで 

検索結果 

□ 検索動画  有 

  （内容                   ） 

□ 検索動画  無 

□ その他 

特記事項 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



第２号様式（第８条第３項） 

 

野田市農産物直売所防犯カメラ等動画提供簿 

年  月  日 

運用責任者 
職 名 氏 名 

  

動画取扱職員 
職 名 氏 名 

  

提供先 

所 在 地  

名 称  

代 表 者 氏 名  

電 話 番 号  

担 当 者 氏 名  

提供目的 
□ 犯罪の捜査 

□ その他（理由                ） 

提供動画 
     年  月  日  時  分頃から 

     年  月  日  時  分頃まで 

提供年月日 年  月  日 

返却の有無    有     無（理由：          ） 

返却年月日      年  月  日 

処分年月日      年  月  日 

特記事項 

 

 

 

 



第２号様式（第３条第４項） 

令和３年６月２２日 

 

（届出先）野田市長 

 

届出者 野田市長 鈴木 有  

 

 

個人情報取扱事務登録簿変更届出書 

事 務 の 名 称 野田市農産物直売所運営管理業務 

届出部課等の名称 自然経済推進部農政課 

変 更 年 月 日 令和元年 ６月１１日 

変 更 の 理 由 
防犯対策としてカメラを設置したため。 

 

変 更 内 容 

対象者に「来店した者」を、収集項目に「肖像」を、

収集先に「その他（防犯カメラ）」を、保存期間に「

その他（肖像は60日）」を追加する。 

備 考  

 



1800-009 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

実施機関の名称 市長 届出部課等の名称 自然経済推進部農政課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H20.5.7 開 始 年 月 日 H20.6.6 最終変更年月日 令和3年6月29日 

事 務 の 名 称 野田市農産物直売所運営管理業務 

事 務 の 目 的 
農業者、障がい者団体等に農産物等の販売の場を提供することにより、市民に新鮮で安
全な農産物等を供給し、農業の振興及び障がい者の自立支援を図る事を目的とする。 

事 務 の 概 要 

野田市農産物直売所の運営管理を指定管理者である野田市農産物直売所運営組合に委託
する中で、農産物等の委託販売における売上金の収集・分配、使用料の徴収などのため、 
次の事務を行う。 
１．野田市農産物直売所において農産物等の委託販売をＰＯＳシステムにより行う。 
２．販売管理を行うため、個人情報（①氏名②住所③電話番号④ＦＡＸ番号⑤携帯電話

番号⑥メールアドレス⑦振込先口座）について登録する。 
３．指定管理者は販売状況やイベント情報等を使用者に情報提供する。 
４．使用料の徴収、販売代金の分配をシステムにより磁気媒体に記録し、保存する。 
５．機器の保守及び障害が発生した場合にオンラインによるリモート保守サポートを実

施する。 

対 象 者 野田市農産物直売所運営組合の組合員及び来店した者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□人種 □信条 □社会的身分 □健康情報 □障がい □犯罪関係 

収集する理由【第7条第2項】 

□1号(法令等)⇒法令等の名称：             

□2号(公益上特に必要)⇒審査会承認：   年  月  日 

上記以外の
項目 

■氏名 ■住所 □年齢・生年月日 □性別 ■連絡先 □個人番号 □個人識別符号 

□本籍･国籍 □家族情報 □学業・職業等 □収入・支出 □資産 □税情報 

□公的扶助  ■メールアドレス ■振込先口座情報あ■肖像 □ああああああ 

収 集 先 

■本人               □実施機関内部（            ） 

□他の実施機関（         ）□他の官公庁（             ） 

□民間・私人 （         ）■その他  （ 防犯カメラ       ） 

本人以外から収集している理由【第7条第3項】 

□1号(法令等)⇒法令等の名称：              

□2号(本人同意) □3号(公の情報) □4号(緊急かつやむを得ない)  

□5号(所在不明等) □6号(他の実施機関から) 

■7号(公益上特に必要)⇒審査会承認： 令和3年 6月29日 

経常的な目的外
利用・提供先 

□目的外利用有⇒利用する事務の名称：                     

主な利用項目（                      ） 

□目的外提供有⇒利用する事務の名称：                     

主な提供項目（                      ） 

         □他の実施機関（       ）□他の官公庁（      ）

          □その他（       ） 

目的外利用・提供の理由【第9条第1項】 

□1号(法令等) ⇒法令等の名称：              

□2号(本人同意) □3号(公の情報) □4号(緊急かつやむを得ない) 

□5号(公益上特に必要)⇒審査会承認：    年  月  日 

外 部 委 託 等 
□外部委託（□クラウドコンピューティング）□複数の外部委託有 

■指定管理者による管理⇒審査会承認20年 5月 9日 

電子計算機結合 

□有【第12条第1項】 

□1号(法令等)⇒法令等の名称：              

■2号(公益上特に必要かつセキュリティ措置有)⇒審査会承認 平成20年 5月 9日 

個 人 情 報 の 
保 存 期 間 

１年 ３年 ５年 10年 永年 常用 その他（肖像は60日） 

 



























































年  月  日 

   (宛先)野田市長 

住 所          

申請者             

氏 名          

野田市

知的障がい者福祉手当 

身体障がい者福祉手当 

精神障がい者福祉手当 

支給申請書 

私は、野田市障がい者福祉手当支給条例第5条第1項の規定により、手当の支給を受けた

いので、関係書類を添えて申請します。 

対

象

者 

ふ り が な   生年月日 

氏 名    年  月  日  

住 所 
野田市 

電話 

番号 
  

 

知的障がい者 障害程度  年  月  日決定 

身体障がい者 

手帳番号 第      号 等級 種    級 

発行者         県 発行年月日 ・  ・ 

障害区分 視・聴・言・体・肢・内 

精神障がい者 障害等級        級  発行年月日 ・  ・ 

生活保護の有無 受給中・申請中（  月  日頃申請） ・ 無 

障害年金の有無 有(年金番号              )・無 

手当受給の有無 有(手当の種類             )・無 

現在の状況 在宅・入院中・施設入所(       )・その他 

介護保険サービスや障害福

祉サービス利用の有無 
有（種類                ）・無 

世

帯

の

状

況 
氏 名 

続

柄 
生 年 月 日 職  業 介 護 者(◎印) 

       ・  ・   

       ・  ・   

       ・  ・   

所

得

の

状

況 

 手当の支給審査のため、毎年、所得及び諸控除の額の確認が必要となります｡次の

方法のうち、いずれか希望される□に「レ」を記入してください。 

□ 所得に関する証明書を提出する。 

□ 野田市が保有する市民税に関する情報の所得及び諸控除の額について、野田市

が調査することに同意します。 

 

      

氏名             ○印     

  

 注 対象者欄は、知的障がい者、身体障がい者又は精神障がい者について記入してください。 

 添付書類 1 知的障がい者の場合は、児童相談所若しくは知的障害者更生相談所の判定書又は療育手帳

 の写し 

      2 身体障がい者の場合は、身体障害者手帳の写し 

      3 精神障がい者の場合は、精神障害者保健福祉手帳の写し 



3300-089 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 ■共通 □個別 

実施機関の名称 市長 届出部課等の名称 保健福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称 生活支援課、介護保険課、保健センター 

届 出 年 月 日 R3.6.29 開 始 年 月 日 R3.7.1 最終変更年月日  

事 務 の 名 称 ちば障害者等用駐車区画利用証制度に関する事務 

事 務 の 目 的 
日常生活において、障がい等を理由に歩行が困難である人に対して、ちば障害者等用駐
車区画利用証（以下「利用証」という。）を交付し、公共施設や商業施設等に設置されて
いる「障害者等用駐車区画」を利用しやすくするもの。 

事 務 の 概 要 
ちば障害者等用駐車区画利用証交付申請書（以下「交付申請書」という。）をもって申請
を受付し、申請者が交付対象者であると認めたときは、利用証の交付を行う。 
利用証の交付台帳を作成し、申請書と合わせて千葉県に提出する。 

対 象 者 申請者、代理人 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□人種 □信条 □社会的身分 ■健康情報 ■障がい □犯罪関係 

収集する理由【第7条第2項】 

■1号(法令等)⇒法令等の名称：ちば障害者等用駐車区画利用証制度実施要綱 

□2号(公益上特に必要)⇒審査会承認：   年  月  日 

上記以外の
項目 

■氏名 ■住所 ■年齢・生年月日 □性別 ■連絡先 □個人番号 □個人識別符号

□本籍･国籍 □家族情報 ■学業・職業等 □収入・支出 □資産 □税情報    

□公的扶助 ■要介護状態区分 ■出産予定日 ■代理関係を示す情報       

■入居等している施設の情報 

収 集 先 

■本人               □実施機関内部（            ） 

□他の実施機関（         ）□他の官公庁（             ） 

■民間・私人 （代理人     ） □その他  （             ） 

本人以外から収集している理由【第7条第3項】 

□1号(法令等)⇒法令等の名称：              

■2号(本人同意) □3号(公の情報) □4号(緊急かつやむを得ない)  

□5号(所在不明等) □6号(他の実施機関から) 

□7号(公益上特に必要)⇒審査会承認：    年  月  日 

経常的な目的外
利用・提供先 

□目的外利用有⇒利用する事務の名称：                     

主な利用項目（                      ） 

□目的外提供有⇒利用する事務の名称：                     

主な提供項目（                      ） 

         □他の実施機関（       ）□他の官公庁（      ） 

         □その他（       ） 

目的外利用・提供の理由【第9条第1項】 

□1号(法令等) ⇒法令等の名称：              

□2号(本人同意) □3号(公の情報) □4号(緊急かつやむを得ない) 

□5号(公益上特に必要)⇒審査会承認：    年  月  日 

外 部 委 託 等 
□外部委託（□クラウドコンピューティング） □複数の外部委託有 

□指定管理者による管理⇒審査会承認    年  月  日 

電子計算機結合 

□有【第12条第1項】 

□1号(法令等)⇒法令等の名称：              

□2号(公益上特に必要かつセキュリティ措置有)⇒審査会承認    年  月  日 

個 人 情 報 の 
保 存 期 間 

１年 ３年 ５年 10年 永年 常用 その他（       ） 

 

































収

集

項

目

0700-019

個人情報取扱事務登録簿

区 分 □共通 ■個別

実 施 機 関 の名 称 市長 届出部課等の名称 総務部 総務課

関 係 課 等 の名 称

届 出 年 月 日 R3.6.25 開 始 年 月 日 R3.6.28 最終変更年月日

事 務 の 名 称 いじめ問題再調査委員会に関する事務

事 務 の 目 的 
重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため、学校又は教育委

学校又は教育委員会によるいじめ重大事態等に係る調査の結果について、調査に使用し
事 務 の 概 要 た資料を教育委員会から収集し、関係者から事情を聴取し、及び関係資料を収集して調

査審議し、事実関係の解明や再発防止等について答申する。

対 象 者 いじめ重大事態の関係者

要配慮個人
情報

上記以外の
項目

■人種 ■信条 ■社会的身分 ■健康情報 ■障がい ■犯罪関係

収集する理由【第7条第2項】

■1号(法令等)⇒法令等の名称：いじめ防止対策推進法、野田市いじめ問題再調査委員会

条例

□2号(公益上特に必要)⇒審査会承認：   年  月  日

■氏名 ■住所 ■年齢・生年月日 ■性別 ■連絡先 □個人番号 □個人識別符号

■本籍･国籍 ■家族情報 ■学業・職業等 ■収入・支出 ■資産 □税情報

■公的扶助  ■その他重大事態に対処するために把握するいじめ重大事態又はいじめ

重大事態の関係者に関する情報

■本人             ■実施機関内部（関係者に係る情報を保有する課等）

■他の実施機関（教育委員会  ）■他の官公庁（関係者に係る情報を保有する団体）

■民間・私人 （重大事態の関係者相互）□その他  （         ）

本人以外から収集している理由【第7条第3項】

収 集 先 ■1号(法令等)⇒法令等の名称：いじめ防止対策推進法、野田市いじめ問題再調査委員会

経常的な目的外
利用・提供先

条例

■2号(本人同意) □3号(公の情報) □4号(緊急かつやむを得ない)

□5号(所在不明等) □6号(他の実施機関から)

□7号(公益上特に必要)⇒審査会承認：    年  月  日

□目的外利用有⇒利用する事務の名称：

主な利用項目（                      ）

□目的外提供有⇒利用する事務の名称：

主な提供項目（                      ）

□他の実施機関（       ）□他の官公庁（      ）

□その他（       ）

目的外利用・提供の理由【第9条第1項】

□1号(法令等) ⇒法令等の名称：

□2号(本人同意) □3号(公の情報) □4号(緊急かつやむを得ない)

□5号(公益上特に必要)⇒審査会承認：    年  月  日

□外部委託（□クラウドコンピューティング）□複数の外部委託有
外 部 委 託 等 

□指定管理者による管理⇒審査会承認    年  月  日

□有【第12条第1項】

電 子 計 算 機 結 合 □1号(法令等)⇒法令等の名称：

□2号(公益上特に必要かつセキュリティ措置有)⇒審査会承認    年  月  日

員会によるいじめ重大事態等に係る調査の結果について調査審議する。 

 



 個 人 情 報 の保 存 期 
間

１年 ３年 ５年 10年 永年 常用 その他（       ）



○ いじめ防止対策推進法（抄） 

（平成二十五年法律第七十一号） 

（目的） 

第一条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を

著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与える

のみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるもの

であることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等（いじめ

の防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。）のため

の対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、

並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定

めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めること

により、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを

目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在

籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等

が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行わ

れるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛

を感じているものをいう。 

２ この法律において「学校」とは、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六

号）第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育

学校及び特別支援学校（幼稚部を除く。）をいう。 

３ この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。 

４ この法律において「保護者」とは、親権を行う者（親権を行う者のないと

きは、未成年後見人）をいう。 

（学校の設置者又はその設置する学校による対処） 

第二十八条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、そ

の事態（以下「重大事態」という。）に対処し、及び当該重大事態と同種の

事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置

する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重



大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。 

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な

被害が生じた疑いがあると認めるとき。 

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席するこ

とを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 

２ 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったと

きは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調

査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものと

する。 

３ 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者

は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な

指導及び支援を行うものとする。 

（公立の学校に係る対処） 

第三十条 地方公共団体が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場

合には、当該地方公共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、

当該地方公共団体の長に報告しなければならない。 

２ 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大

事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要がある

と認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八条

第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。 

３ 地方公共団体の長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を

議会に報告しなければならない。 

４ 第二項の規定は、地方公共団体の長に対し、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十一条に規定する事務

を管理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。 

５ 地方公共団体の長及び教育委員会は、第二項の規定による調査の結果を踏

まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は

当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものと

する。 



野田市条例第   号 

 

野田市いじめ問題再調査委員会条例 

 

 （設置） 

第１条 いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」という。） 

第３０条第２項の規定による調査を行うため、野田市いじめ問題再調査委員

会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第２８条第１項の規定による調査の

結果について調査審議し、答申する。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員５人以内で組織する。 

（委員） 

第４条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 医師 

(2) 弁護士 

(3) 学識経験者 

２ 委員の任期は、その者の委嘱に係る第２条の諮問に対する答申をもって終

了するものとする。 

（委員長） 

第５条 委員会に、委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により選任する。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を

代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決



するところによる。 

 （調査審議手続の非公開） 

第７条 委員会の行う調査審議の手続は、公開しない。 

（意見の聴取等） 

第８条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、

関係者に対し、出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることがで

きる。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が委員会に諮って定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


